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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 18 条 警報設備等」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足

説明すべき事項について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙 1：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙 2：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展

開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第 2 回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。

 別紙 3：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類

単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙 4：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。

 別紙 5：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙 6：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（1 / 8）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（警報設備等） 

第十八条 加工施設には、そ

の設備の機能の喪失、誤操作

その他の要因により加工施設

の安全性を著しく損なうおそ

れが生じたとき、次条第一号

の放射性物質の濃度が著しく

上昇したとき又は液体状の放

射性廃棄物の廃棄施設から液

体状の放射性物質が著しく漏

えいするおそれが生じたとき

に、これらを確実に検知して

速やかに警報する設備が設け

られていなければならない。

①，②，③

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

8. 設備に対する要求

8.5 警報設備等

MOX 燃料加工施設は，その設備の機能

の喪失，誤操作その他の要因により MOX

燃料加工施設の安全性を著しく損なうお

それが生じる事象としてグローブボック

ス内火災が生じたときに，火災防護設備

にて確実に検知して速やかに警報を発す

ることができる設計とする。⓪-1 

放射性廃棄物の排気口又はこれに近接

する箇所における排気中の放射性物質の

濃度が著しく上昇したときに，放射線監

視設備にて確実に検知して速やかに警報

を発することができる設計とする。⓪-1 

液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から

液体状の放射性物質が著しく漏えいする

おそれが生じたときに，低レベル廃液処

理設備にて確実に検知して速やかに警報

を発することができる設計とする。⓪-1 

火災防護設備は，グローブボックス内

火災が生じたことを確実に検知して速や

かに警報を発する設備として熱感知器を

設置するとともに，警報表示及びブザー

鳴動により運転員に通報できる設計とす

る。① 

なお，火災防護設備に係る設計方針に

ついては第 2章 個別項目の「7.1 火

災防護設備」の「7.1.1 安全機能を有

する施設に対する火災防護設備及び重大

事故等対処施設に対する火災防護設備」

に示すものとし，警報表示に係る設計方

針については第 1章 共通項目の「8．

設備に対する要求」の「8.1 安全機能

を有する施設」の「8.1.1 安全機能を

有する施設に対する設計方針」に基づく

ものとする。① 

ロ．加工施設の一般構造

(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造

(１) 安全機能を有する施設の火災及び

爆発の防止

③ 火災の感知，消火

火災の感知及び消火は，安重機能

を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器に対して，早期感知及び消

火を行うための火災感知設備及び消

火設備を設置する設計とする。□1  

ａ．火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災

の性質を考慮して型式を選定し，

安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する

火災区域又は火災区画に対して，

固有の信号を発する異なる種類を

組み合わせて設置する設計とす

る。□1  

グローブボックス内は，主要な

工程で核燃料物質を非密封で取り

扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉

末やレーザ光による誤動作や内装

機器及び架台が障壁となることに

より，煙感知器及び炎感知器並び

にサーモカメラでは火災を感知で

きないおそれがあることから，火

 

 

 

イ．安全設計

(ロ) 安全機能を有する施設

(４) 火災及び爆発に関する安全設計

① 火災及び爆発に関する設計

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

及び爆発の防止に関する設計 

(ｃ) 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，安

重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等に対して，早期の火災

感知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とす

る。◇2  

また，グローブボックス内に対して

も，早期に火災感知及び消火を行うた

めの火災感知設備及び消火設備を設置

する設計とする。⓪-1，①，◇2  

計測制御系統施設 

2. 計測装置等

2.2 警報装置等

 設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の運転

に著しい支障を及ぼすおそれが発生した

場合（中性子束，温度，圧力，流量等の

プロセス変数が異常値になった場合，発

電用原子炉施設の安全性に関連する設備

が動作した場合等）に，これらを確実に

検出して自動的に警報（原子炉水位低又

は高，原子炉圧力高，中性子束高等）を

発信する装置を設けるとともに，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。

 発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に

係る主要な機械又は器具の動作状態を正

確，かつ迅速に把握できるようポンプの

運転停止状態及び弁の開閉状態等を表示

灯により監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

⓪-1（P2,3 から）

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

〈不一致の理由〉 

発電炉の技術基準規則 第四十七条第３項「発電用原子炉

施設には，発電用原子炉並びに一次冷却系統及び放射性廃

棄物を処理し，又は貯蔵する設備に係る主要な機械又は器

具の動作状態を表示する装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開であり，加工施設の技術基

準規則 第十八条には設備の動作状態を表示する装置を設

けることの記載がなく要求が異なるため。 

（双方の記載） 

〈不一致の理由〉 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに設計基準対象の施設の設備の機能の喪

失，誤操作及びその他の要因によって安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに警報を発する設計とする方針は同様であるが，設備構成に差

異があるため。 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ)
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点等】 

事業許可基準規則には警報

に関する要求がなく，技術

基準規則からの要求事項と

なる。そのため，基本設計

方針については，技術基準

規則 第十八条第１項の要

求事項に対する基本設計方

針を記載しており，要求事

項に対する設計を明確にし

ている。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（2 / 8）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

放射線監視設備は，放射性廃棄物の排

気口又はこれに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度が著しく上昇し

たことを確実に検知して速やかに警報を

発する設備として排気モニタを設置する

とともに，警報表示及びブザー鳴動によ

り運転員に通報できる設計とする。② 

なお，放射線監視設備に係る設計方針

については第 2章 個別項目の「6.1 

放射線管理施設の基本方針」に示すもの

とし，警報表示に係る設計方針について

は第 1章 共通項目の「8．設備に対す

る要求」の「8.1 安全機能を有する施

設」の「8.1.1 安全機能を有する施設

に対する設計方針」に基づくものとす

る。② 

災源の位置等を考慮した上で，早

期感知ができ，また，動作原理の

異なる２種類の熱感知器を組み合

わせて設置する設計とする。□1  

火災感知設備は外部電源喪失時

においても火災の感知が可能なよ

うに電源を確保し，中央監視室で

常時監視できる設計とする。□1  

(ト) その他の主要な施設

(１) 安全機能を有する施設

④ 誤操作の防止

安全機能を有する施設は，運転員

による誤操作を防止するため，機

器，弁等に対して系統による色分け

や銘板取り付け等による識別管理を

行い，人間工学上の諸因子，操作性

及び保守点検を考慮した盤の配置を

行うとともに，計器表示，警報表示

によりＭＯＸ燃料加工施設の状態が

正確かつ迅速に把握できる設計とす

る。□2  

ヘ．放射線管理施設の構造及び設備

(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類

(１) 放射線管理設備

ＭＯＸ燃料加工施設から放出される

放射性物質の濃度並びに周辺監視区域

境界付近の空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を監視するための

屋外モニタリング設備として，排気モ

ニタリング設備及び環境モニタリング

設備を設ける。□3

 

 

 

 

 

 

ヘ．放射線管理施設

(イ) 設計基準対象の施設

(４) 系統構成及び主要設備

① 放射線監視設備

ｂ．屋外モニタリング設備

（前略）

(ａ) 排気モニタリング設備

排気モニタリング設備は，排気モニ

タで構成する。◇4

排気モニタは，２系統で構成し，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設から周辺環境へ放出

される放射性気体廃棄物中の放射性物

質を排気筒において連続的に捕集し，

放射性物質の濃度の測定及び放射能レ

ベルの監視を行うため，排気モニタを

設ける。◇4  

排気モニタの測定値は，中央監視室

において指示及び記録するとともに，

放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，中央監視室に警報を

発する設計とする。⓪-1，② 

排気モニタの測定値は，緊急時対策

所において指示する設計とする。◇4  

放射線管理施設 

１．放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

（発電用原子炉の運転に著しい支障を及
ぼすおそれが発生した場合については2.
計測装置等で整理しているため，省略す
る。） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所

における排気中の放射性物質の濃度，管

理区域内において人が常時立ち入る場所

その他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。

上記の警報を発信する装置は，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。

 

 

 

⓪-1（P1 へ）

【許可からの変更点等】 

事業許可基準規則には警報に

関する要求がなく，技術基準

規則からの要求事項となる。

そのため，基本設計方針につ

いては，技術基準規則 第十

八条第１項の要求事項に対す

る基本設計方針を記載してお

り，要求事項に対する設計を

明確にしている。 

（双方の記載） 

〈不一致の理由〉 

警報を発する事象が MOX 燃料加工施設と発電炉の技術基準規則で異なり，MOX 燃料加工施設では放射性廃棄物の

排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度のみが対象となる。 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の

濃度が著しく上昇したときに警報を発する設計とする方針は同様であるが，設備構成に差異があるため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（3 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備は，液体状の放

射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射

性物質が著しく漏えいするおそれが生じ

たことを確実に検知して速やかに警報を

発する設備として漏えい検知器を設置す

るとともに，警報表示及びブザー鳴動に

より運転員に通報できる設計とする。③ 

なお，液体状の放射性廃棄物を内包す

る系統及び機器に係る設計方針について

は第 1章 共通項目の「4．閉じ込めの

機能」の「4.1 閉じ込め」に基づくも

のとし，警報表示に係る設計方針につい

ては第 1章 共通項目の「8．設備に対

する要求」の「8.1 安全機能を有する

施設」の「8.1.1 安全機能を有する施

設に対する設計方針」に基づくものとす

る。③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(３) 閉じ込めの機能 

⑥ 低レベル廃液処理設備 

ａ．低レベル廃液処理設備は，系統及び

機器によって液体廃棄物を閉じ込める

設計とする。◇1  

また，液体廃棄物を内包する貯槽等

から放射性物質を含む液体が漏えいし

た場合，検知できる設計とし，堰等に

より漏えいの拡大を防止する設計とす

る。⓪-1，③，◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 警報装置等 

流体状の放射性廃棄物を処理し，又は

貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが発生した場

合（床への漏えい又はそのおそれ（数滴

程度の微少漏えいを除く。））を早期に

検出するよう，タンクの水位，漏えい検

知等によりこれらを確実に検出して自動

的に警報（機器ドレン，床ドレンの容器

又はサンプの水位）を発信する装置を設

けるとともに，表示ランプの点灯及びブ

ザー鳴動等により運転員に通報できる設

計とする。 

また，タンク水位の検出器，インター

ロック等の適切な計測制御設備を設ける

ことにより，漏えいの発生を防止できる

設計とする。 

 

放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する

設備に係る主要な機械又は器具の動作状

態を正確，かつ迅速に把握できるようポ

ンプの運転停止状態及び弁の開閉状態等

を表示灯により監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓪-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

事業許可基準規則には警報

に関する要求がなく，技術

基準規則からの要求事項と

なる。そのため，基本設計

方針については，技術基準

規則 第十八条第１項の要

求事項に対する基本設計方

針を記載しており，要求事

項に対する設計を明確にし

ている。 

（双方の記載） 

〈不一致の理由〉 

発電炉，MOX 燃料加工施設ともに液体状の放射性物質が著

しく漏えいするおそれが生じたときに警報を発する設計と

する方針は同様であるが，設備構成に差異があるため。 

（発電炉の記載） 

〈不一致の理由〉 

発電炉の技術基準規則 第四十七条第３項「発電用原子炉施設には，発電用原

子炉並びに一次冷却系統及び放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する設備に係る

主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置を施設しなければならない。」

という記載に対する展開であり，加工施設の技術基準規則 第十八条には設備

の動作状態を表示する装置を設けることの記載がなく要求が異なるため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（4 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
２ 加工施設には、その設備

の機能の喪失、誤操作その他

の要因により加工施設の安全

性を著しく損なうおそれが生

じたときに、核燃料物質等を

限定された区域に閉じ込める

能力の維持、熱的、化学的若

しくは核的制限値の維持又は

火災若しくは爆発の防止のた

めの設備の作動を速やかに、

かつ、自動的に開始させる回

路が設けられていなければな

らない。④，⑤ 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設は，その設備の機能

の喪失，誤操作その他の要因により MOX

燃料加工施設の安全性を著しく損なうお

それが生じたときに，焼結設備及び小規

模試験設備並びに水素・アルゴン混合ガ

ス設備にて熱的制限値の維持又は火災若

しくは爆発の防止のための設備の作動を

速やかに，かつ，自動的に開始させる設

計とする。⓪-2 

 

 

 

焼結設備及び小規模試験設備は，熱的

制限値の維持のための設備の作動を速や

かに，かつ，自動的に開始させる回路と

して，焼結炉内部温度高による過加熱防

止回路及び小規模焼結処理装置内部温度

高による過加熱防止回路を設置する設計

とする。④ 

なお，熱的制限値の維持に係る設計方

針については第 1章 共通項目の「5. 

火災等による損傷の防止」の「5.2 火

災及び爆発の発生防止」に基づくものと

する。④ 

 

小規模試験設備は，火災若しくは爆発

の防止のための設備の作動を速やかに，

かつ，自動的に開始させる回路として，

小規模焼結処理装置への冷却水流量低に

よる加熱停止回路を設置する設計とす

る。⑤-1 

なお，火災若しくは爆発の防止に係る

設計方針については第 1章 共通項目の

「5. 火災等による損傷の防止」の

「5.2 火災及び爆発の発生防止」に基

づくものとする。⑤-1 

 

水素・アルゴン混合ガス設備は，火災

若しくは爆発の防止のための設備の作動

を速やかに，かつ，自動的に開始させる

回路として，混合ガス水素濃度高による

混合ガス供給停止回路を設置する設計と

する。⑤-2 

なお，火災若しくは爆発の防止に係る

設計方針については第 1章 共通項目の

「5. 火災等による損傷の防止」の

「5.2 火災及び爆発の発生防止」に基

づくものとする。⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(ハ) 成形施設 

(４) 主要な核的及び熱的制限値 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制

限値を以下のとおり設定する。 

建物 設置

場所 

設備・

機器の

種類 

熱的制

限値 

燃料

加工

建屋 

ペレ

ット

加工

第２

室 

焼結設

備 

焼結炉 

1800℃ 

□1  

 

ト．その他の加工設備の附属施設の構造

及び設備 

(ハ) 主要な実験設備の種類 

(４) 主要な核的及び熱的制限値 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制

限値を以下のとおり設定する。 

建物 設置場

所 

設備・

機器の

種類 

熱的制

限値 

燃料

加工

建屋 

分析第

３室 

小規模

試験設

備 

小規模

焼結処

理装置 

1800℃ 

□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(４) 火災及び爆発に関する安全設計 

① 火災及び爆発に関する設計 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

及び爆発の防止に関する設計 

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 

ⅰ．施設特有の火災及び爆発の発生防止 

(ⅰ) 運転で使用する水素による爆発の

発生防止 

(ⅰ)-４ 燃料加工建屋内へ水素・アル

ゴン混合ガス受け入れ後も燃料

加工建屋内で水素濃度を確認

し，万一，水素濃度が 9.0vol%

を超える場合には，水素・アル

ゴン混合ガス濃度異常遮断弁に

より焼結炉等への水素・アルゴ

ン混合ガスの供給を自動で停止

する設計とする。⓪-2，⑤-2 

また，焼結炉等では，温度異

常に伴う炉内への空気混入を防

止するため，熱的制限値として

1800℃を設定し，温度制御機器

により焼結時の温度を制御する

とともに，◇2 炉内温度が熱的制

限値を超えないよう過加熱防止

回路により炉内の加熱を自動で

停止する設計とする。⓪-2，④ 

 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発

の発生防止 

(ⅲ) 発火源への対策 

(ⅲ)-２-１ 焼結炉等 

焼結炉等は，運転中は温度制御機器

により炉内の温度制御を行う設計とす

計測制御系統施設 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過渡

変化が発生する場合又は地震の発生によ

り発電用原子炉の運転に支障が生ずる場

合において，その異常な状態を検知し及

び原子炉緊急停止系その他系統と併せて

機能することにより，燃料要素の許容損

傷限界を超えないようにできるものとす

るとともに，設計基準事故が発生する場

合において，その異常な状態を検知し，

原子炉緊急停止系及び工学的安全施設を

自動的に作動させる設計とする。 

（安全保護装置については，自動回路に
係る記載のみ比較対象とし，他記載につ
いては，MOX 燃料加工施設では安全保護
装置を有しないことから省略する。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓪-2（P5 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P5 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

事業許可基準規則には自動

作動回路に関する要求がな

く，技術基準規則からの要

求事項となる。そのため，

基本設計方針については，

技術基準規則 第十八条第

２項の要求事項に対する基

本設計方針を記載してお

り，要求事項に対する設計

を明確にしている。 

（当社の記載） 

〈不一致の理由〉 

技術基準規則 第十八条の

要求に対する展開は，基本

設計方針に記載すべき事項

を MOX 燃料加工施設特有の

事項として記載する。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（5 / 8）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
ト．その他の加工設備の附属施設の構造

及び設備

(イ) 非常用設備の種類

(１) 火災防護設備

① 構造

ａ．安全機能を有する施設に対する

火災防護設備及び重大事故等対処施

設に対する火災防護設備

グローブボックス内に設置する火

災感知設備は，火災源の位置等を考

慮した上で，早期感知ができ，ま

た，動作原理の異なる２種類の熱感

知器を組み合わせて設置する。ま

た，中央監視室で常時監視可能な監

視制御盤を設置する。□1  

る。◇2  

焼結炉等は炉殻表面が高温にならな

いよう，運転中は冷却水により冷却す

る設計とする。◇2  

また，燃料加工建屋内の冷却ポンプ

は予備機を設ける設計とし，当該ポン

プの故障を検知した場合には，予備機

が起動する設計とする。◇2  

さらに，冷却水流量が低下した場合

においても，冷却水流量低による加熱

停止回路により，ヒータ電源を自動で

遮断し加熱を停止する設計とする。⓪

-2，⑤-1 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発

の発生防止 

(ⅰ) 発火性物質又は引火性物質 

(ⅰ)-５ 貯蔵 

(ⅰ)-５-２ 焼結炉等に使用する水素・

アルゴン混合ガスは，水

素・アルゴン混合ガス設備

から燃料加工建屋の焼結炉

等へ供給する設計とする。 

また，焼結炉等に供給す

る水素・アルゴン混合ガス

中の水素濃度が 9.0vol%を

超えないよう，以下の対策

を講ずる設計とする。◇2  

(ⅰ)-５-２-４ 燃料加工建屋内へ水

素・アルゴン混合ガス受

け入れ後も燃料加工建屋

内で水素濃度を確認し，

万一，水素濃度が

9.0vol%を超える場合に

は，水素・アルゴン混合

ガス濃度異常遮断弁によ

り焼結炉等への水素・ア

ルゴン混合ガスの供給を

自動で停止する設計とす

る。◇2

(ｃ) 火災の感知，消火 

ⅰ．火災感知設備 

(ⅱ) 火災感知設備の性能と設置方法 

(ⅱ)-３ グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響

を考慮する必要があるため，高線量区

域と同様に半導体の使用が少なく放射

線の影響を受けにくいと考えられる非

⓪-2（P4 へ）

⑤-1（P4 へ）
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（6 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
アナログ式の熱感知器を組み合わせて

設置する。◇2  

熱感知器の組合せとしては，白金測

温抵抗体（温度異常（60℃以上）を感

知）及びグローブボックス全体の温度

上昇を感知できる熱電対式の差動式分

布型熱感知器（温度上昇異常

（15℃/min 以上）を感知）を設置す

る。◇2  

このため，白金測温抵抗体は，火災

による熱が集中しやすいグローブボッ

クスの排気口付近に設置し，差動式分

布型熱感知器は，火災による熱が集中

しやすいグローブボックスの天井に設

置することにより，早期に火災を感知

できる設計とする。◇2  

なお，差動式分布型熱感知器は一般

的に大空間に設置され，熱による温度

上昇を感知するものであるが，グロー

ブボックス内は，部屋に比べて容積が

小さいことから十分感知が可能であ

る。◇2  

安全上重要な施設のグローブボック

スのうち，潤滑油を内包する機器があ

る場合は，その近傍に，白金測温抵抗

体を設置することで，早期に火災を感

知する設計とする。白金測温抵抗体又

は差動式分布型熱感知器のいずれか１

つが感知した場合に，火災感知信号を

発信する設計とする。◇2  

また，熱感知器を有する火災感知設

備は故障時に中央監視室に故障信号を

発する設計とする。◇2  

グローブボックスの火災感知器は，

火災感知器ごとに設置場所を特定でき

ることにより，火災の発生場所を特定

できる設計とする。◇2  

 

(ⅳ) 受信機 

(ⅳ)-３ グローブボックス内の火災感

知設備については，以下の試験を実施す

る。 

(ⅳ)-３-１ 白金測温抵抗体 

(ⅳ)-３-１-１ 健全性確認 

抵抗値を測定し，温度に

相当する抵抗であることを

確認する。◇2  

(ⅳ)-３-１-２ 動作確認 

模擬抵抗を接続し，温度

指示，温度異常表示，ブザ

ー吹鳴が適切であることを
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（7 / 8）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 

確認する。◇2  

(ⅳ)-３-２ 差動式分布型熱感知器 

(ⅳ)-３-２-１ 健全性確認 

メータリレー試験器を接

続し，抵抗値を測定し，正

常であることを確認する。

◇2  

(ⅳ)-３-２-２ 動作確認 

メータリレー試験器を接

続し，温度上昇異常表示，

ブザー吹鳴が適切であるこ

とを確認する。◇2  

(ⅴ) 試験・検査 

火災感知設備は，その機能を確認

するための定期的な試験及び検査を

行う。◇3  

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加

工施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」への適合性

(１) 安全機能を有する施設

⑱ 監視設備

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設から放出される

放射性物質の濃度の監視及び測定 

排気モニタは，設計基準事故時にお

ける迅速な対応のため，その測定値を

中央監視室において表示及び記録する

とともに，放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えたときは，中央監視

室に警報を発する設計とする。また，

排気モニタの測定値は緊急時対策所に

おいて表示する設計とする。◇4  

ト．その他の加工設備の附属施設

(イ) 非常用設備

(１) 火災防護設備

① 安全機能を有する施設に対する火災

防護設備

ｄ．主要設備 

(ｂ) 火災感知設備 

ⅳ．グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響

を考慮する必要があるため，高線量区

域と同様に半導体の使用が少なく放射

線の影響を受けにくいと考えられる非

アナログ式の熱感知器を組み合わせて

設置する。◇2

熱感知器の組合せとしては，白金測

温抵抗体（温度異常（60℃以上）を感

知）及びグローブボックス全体の温度

上昇を感知できる熱電対式の差動式分
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（警報設備等）（8 / 8）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
布型熱感知器（温度上昇異常

（15℃/min 以上）を感知）を設置す

る。◇2  

このため，白金測温抵抗体は，火災

による熱が集中しやすいグローブボッ

クスの排気口付近に設置し，差動式分

布型熱感知器は，火災による熱が集中

しやすいグローブボックスの天井に設

置することにより，早期に火災を感知

できる設計とする。◇2

なお，差動式分布型熱感知器は一般

的に大空間に設置され，熱による温度

上昇を感知するものであるが，グロー

ブボックス内は，部屋に比べて容積が

小さいことから十分感知が可能であ

る。◇2  

安全上重要な施設のグローブボック

スのうち，潤滑油を内包する機器があ

る場合は，その近傍に，白金測温抵抗

体を設置することで，早期に火災を感

知する設計とする。白金測温抵抗体又

は差動式分布型熱感知器のいずれか１

つが感知した場合に，火災感知信号を

発信する設計とする。◇2

ｅ．試験・検査 

(ａ) 火災感知設備 

ⅲ．グローブボックス内の火災感知設備

については，以下の試験を実施する。 

(ⅰ) 白金測温抵抗体 

(ⅰ)-１ 健全性確認 

抵抗値を測定し，温度に相当する抵抗

であることを確認する。◇2  

(ⅰ)-２ 動作確認 

模擬抵抗を測定し，温度指示，温度異

常表示，ブザー吹鳴が適切であることを

確認する。◇2  

(ⅱ) 差動式分布型熱感知器 

(ⅱ)-1 健全性確認 

メータリレー試験器を接続し，抵抗値

を測定し，正常であることを確認する。

◇2  

(ⅱ)-2 動作確認 

自動試験機能のない火災感知器は，機

能に異常がないことを確認するために，

煙等の火災を模擬した試験を定期的に実

施する。◇2  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第十八条（警報設備等） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

⓪ 冒頭宣言 
以降の適合性説明のための冒頭宣

言 

18 条 1 項 

18 条 2 項 
－ － 

① 

加工施設の設備の機能の喪失，誤

操作その他の要因により加工施

設の安全性を著しく損なうおそ

れが生じたときの警報に関する

設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 

18 条 1 項 

（ 1 1 条 1 項 ） 

（ 1 4 条 1 項 ） 

－ 
b,c,d,f,

g 

② 

放射性廃棄物の排気口又はこれ

に近接する箇所における排気中

の放射性物質の濃度が著しく上

昇したときの警報に関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容 

18 条 1 項 

（ 1 9 条 1 項 ） 

（ 1 4 条 1 項 ） 

－ 
c,d,e,f,

g 

③ 

液体状の放射性廃棄物の廃棄施

設から液体状の放射性物質が著

しく漏えいするおそれが生じた

ときの警報に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 

18 条 1 項 

（10 条 1 項 4 号） 

（10条 1項 7号イ） 

（ 1 4 条 1 項 ） 

－ 
a,c,d,f,

g 

④ 
熱的制限値の維持のための自動

回路に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

18 条 2 項 

（ 1 1 条 6 項 ） 
－ b,d,f,g 

⑤ 
火災若しくは爆発の防止のため

の自動回路に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

18 条 2 項 

（ 1 1 条 3 項 ） 

（ 1 1 条 5 項 ） 

－ b,d,f,g 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
「火災等による損傷の防止」に関

する記載 

火災防護設備に係る設計，熱的制限値の維持に係る設計

方針及び火災若しくは爆発の防止に係る設計方針につい

ては，火災等による損傷の防止に関する事項であるため，

第 11 条「火災等による損傷の防止」の基本設計方針で記

載する。 

－ 

□2  
「安全機能を有する施設」に関す

る記載 

警報表示に係る設計については，安全機能を有する施設

に関する事項であるため，第 14 条「安全機能を有する施

設」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□3  「放射線管理施設」に関する記載 

放射線監視設備に係る設計については，放射線管理施設

に関する事項であるため，第 19 条「放射線管理施設」の

基本設計方針で記載する。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 他条文に展開する事項（第 10 条） 
第 10 条「閉じ込めの機能」で記載する基本設計方針のた

め，記載しない。 
－ 

◇2 他条文に展開する事項（第 11 条） 
第 11 条「火災等による損傷の防止」で記載する基本設計

方針又は添付書類で記載するため，記載しない。 
b 

◇3 他条文に展開する事項（第 14 条） 
第 14 条「安全機能を有する施設」で記載する基本設計方

針であるため，記載しない。 
－ 

◇4 他条文に展開する事項（第 19 条） 

第 19 条「放射線管理施設」において事業変更許可申請書

本文（設計方針）の記載と重複する内容であるため，記

載しない。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ－１－１－２ 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

b Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

c 
Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

d Ⅴ－１－１－13 警報設備等に関する説明書 

e Ⅴ－１－５ 放射線管理施設に関する説明書 

f 
Ⅴ－２―３ 系統図 

Ⅴ－２－４ 配置図 

g 仕様表（設計条件及び仕様） 
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令和４年７月 13 日 Ｒ３ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 警報設備等）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

1

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じる事象として
グローブボックス内火災が生じたときに，火災防護設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。
放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射
性物質の濃度が著しく上昇したときに，放射線監視設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。
液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏
えいするおそれが生じたときに，低レベル廃液処理設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。

冒頭宣言 ・基本方針 基本方針 － － － － － 〇 － 基本方針

2

火災防護設備は，グローブボックス内火災が生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として熱感知器を設置するとともに，
警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，火災防護設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「7.1　火災防護設備」の「7.1.1　安全機能を有する施設に対する火
災防護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備」に示すも
のとし，警報表示に係る設計方針については第1章　共通項目の「8．
設備に対する要求」の「8.1　安全機能を有する施設」の「8.1.1　安
全機能を有する施設に対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求②
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置

設計方針（系統構成） － － － － － － － －

3

放射線監視設備は，放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所に
おける排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として排気モニタを設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「6.1　放射線管理施設の基本方針」に示すものとし，警報表示に係る
設計方針については第1章　共通項目の「8．設備に対する要求」の
「8.1　安全機能を有する施設」の「8.1.1　安全機能を有する施設に
対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求② ・放射線監視設備　排気モニタ 設計方針（系統構成） － － － － － － － －

5

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，焼
結設備及び小規模試験設備並びに水素・アルゴン混合ガス設備にて熱
的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速
やかに，かつ，自動的に開始させる設計とする。

冒頭宣言 ・基本方針 基本方針 － － － － － － － －

・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路

設計方針（系統構成）

・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

設計方針（系統構成）

7

小規模試験設備は，火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速
やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，小規模焼結処理装置
への冷却水流量低による加熱停止回路を設置する設計とする。
なお，火災若しくは爆発の防止に係る設計方針については第1章　共通
項目の「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生
防止」に基づくものとする。

機能要求②
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

設計方針（系統構成） － － － － － － － －

4

低レベル廃液処理設備は，液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体
状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として漏えい検知器を設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，液体状の放射性廃棄物を内包する系統及び機器に係る設計方針
については第1章　共通項目の「4．閉じ込めの機能」の「4.1　閉じ込
め」に基づくものとし，警報表示に係る設計方針については第1章　共
通項目の「8．設備に対する要求」の「8.1　安全機能を有する施設」
の「8.1.1　安全機能を有する施設に対する設計方針」に基づくものと
する。

機能要求② －

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

－ － － － －

－ － － － 〇

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

設計方針（系統構成）

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

1. 概要

2. 基本方針
2.1 警報設備に関する基本方針
2.2 自動作動回路に関する基本方針

3. 警報設備並びに自動作動回路

3.1 警報設備
3.1.1 グローブボックス内の火災を検知し警報
を発する設備
(1) グローブボックス温度監視装置
3.1.2　MOX燃料加工施設から放出される放射性
物質の濃度を検知し警報を発する設備
(1) 排気モニタリング設備
3.1.3　液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
の漏えいを検知し警報を発する設備
(1) 低レベル廃液処理設備　サンプ液位
(2) 低レベル廃液処理設備　漏えい液受皿液位

3.2 自動作動回路
3.2.1 熱的制限値の維持に係る自動作動回路
(1) 焼結炉内部温度高による過加熱防止回路
(2) 小規模焼結処理装置内部温度高による過加
熱防止回路
3.2.2 火災若しくは爆発の防止に係る自動作動
回路
(1) 小規模焼結処理装置への冷却水流量低によ
る加熱停止回路
(2) 混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停
止回路

【2.1 警報設備に関する基本方針】
・警報設備の基本方針を説明する。
【2.2 自動作動回路に関する基本方針】
・自動作動回路の基本方針を説明する。

【3.1.1(1) グローブボックス温度監視装置】
・グローブボックス温度監視装置の警報機能に
係る設計方針について説明。
・グローブボックスに設置する熱感知器の具体
的設計として系統，配置，設定根拠等について
説明。（警報機能を有する設備が属する各施設
の添付書類（系統図，配置図，設定根拠書等）
を引用。）

【3.1.2(1) 排気モニタリング設備】
・排気モニタの警報機能に係る設計方針につい
て説明。
・排気モニタの具体的設計として警報動作範
囲，系統構成（指示・警報・記録場所），設置
場所を示す。（警報機能を有する設備が属する
各施設の添付書類（Ⅴ－１－５放射線管理施設
に関する説明書）を引用。）

【3.1.3(1) 低レベル廃液処理設備　サンプ液
位】
・低レベル廃液処理設備　サンプ液位の警報機
能に係る設計方針について説明。
・低レベル廃液処理設備　サンプ液位の具体的
設計として系統，配置，設定根拠等の説明。
（警報機能を有する設備が属する各施設の添付
書類（系統図，配置図，設定根拠書等）を引
用。）

【3.1.3(2) 低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位】
・低レベル廃液処理設備　漏えい液受皿液位の
警報機能に係る設計方針について説明。
・低レベル廃液処理設備　漏えい液受皿液位の
具体的設計として系統，配置，設定根拠等の説
明。（警報機能を有する設備が属する各施設の
添付書類（系統図，配置図，設定根拠書等）を
引用。）

【3.2.1(1) 焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路】
・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路の警
報設備等に係る設計方針について説明。
・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路の具
体的設計として系統，配置，設定根拠等の説
明。（自動作動回路を有する設備が属する各施
設の添付書類（系統図，配置図，設定根拠書
等）を引用。）

【3.2.1(2) 小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路】
・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱
防止回路の警報設備等に係る設計方針について
説明。
・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱
防止回路の具体的設計として系統，配置，設定
根拠等の説明。（自動作動回路を有する設備が
属する各施設の添付書類（系統図，配置図，設
定根拠書等）を引用。）

【3.2.2(1) 小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路】
・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による
加熱停止回路の警報設備等に係る設計方針につ
いて説明。
・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による
加熱停止回路の具体的設計として系統，配置，
設定根拠等の説明。（自動作動回路を有する設
備が属する各施設の添付書類（系統図，配置
図，設定根拠書等）を引用。）

【3.2.2(2) 混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路】
・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止
回路の警報設備等に係る設計方針について説
明。
・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止
回路の具体的設計として系統，配置，設定根拠
等の説明。（自動作動回路を有する設備が属す
る各施設の添付書類（系統図，配置図，設定根
拠書等）を引用。）

－

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

焼結設備及び小規模試験設備は，熱的制限値の維持のための設備の作
動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，焼結炉内部温
度高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置内部温度高による
過加熱防止回路を設置する設計とする。
なお，熱的制限値の維持に係る設計方針については第1章　共通項目の
「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生防止」
に基づくものとする。

添付書類　説明内容
第１回申請 第２回

添付書類　構成

6 機能要求② － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 警報設備等）

別紙２

1

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じる事象として
グローブボックス内火災が生じたときに，火災防護設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。
放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射
性物質の濃度が著しく上昇したときに，放射線監視設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。
液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏
えいするおそれが生じたときに，低レベル廃液処理設備にて確実に検
知して速やかに警報を発することができる設計とする。

冒頭宣言

2

火災防護設備は，グローブボックス内火災が生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として熱感知器を設置するとともに，
警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，火災防護設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「7.1　火災防護設備」の「7.1.1　安全機能を有する施設に対する火
災防護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備」に示すも
のとし，警報表示に係る設計方針については第1章　共通項目の「8．
設備に対する要求」の「8.1　安全機能を有する施設」の「8.1.1　安
全機能を有する施設に対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求②

3

放射線監視設備は，放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所に
おける排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として排気モニタを設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「6.1　放射線管理施設の基本方針」に示すものとし，警報表示に係る
設計方針については第1章　共通項目の「8．設備に対する要求」の
「8.1　安全機能を有する施設」の「8.1.1　安全機能を有する施設に
対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求②

5

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，焼
結設備及び小規模試験設備並びに水素・アルゴン混合ガス設備にて熱
的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速
やかに，かつ，自動的に開始させる設計とする。

冒頭宣言

7

小規模試験設備は，火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速
やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，小規模焼結処理装置
への冷却水流量低による加熱停止回路を設置する設計とする。
なお，火災若しくは爆発の防止に係る設計方針については第1章　共通
項目の「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生
防止」に基づくものとする。

機能要求②

4

低レベル廃液処理設備は，液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体
状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として漏えい検知器を設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，液体状の放射性廃棄物を内包する系統及び機器に係る設計方針
については第1章　共通項目の「4．閉じ込めの機能」の「4.1　閉じ込
め」に基づくものとし，警報表示に係る設計方針については第1章　共
通項目の「8．設備に対する要求」の「8.1　安全機能を有する施設」
の「8.1.1　安全機能を有する施設に対する設計方針」に基づくものと
する。

機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別

焼結設備及び小規模試験設備は，熱的制限値の維持のための設備の作
動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，焼結炉内部温
度高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置内部温度高による
過加熱防止回路を設置する設計とする。
なお，熱的制限値の維持に係る設計方針については第1章　共通項目の
「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生防止」
に基づくものとする。

6 機能要求②

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

－

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

2. 基本方針
2.1 警報設備に関する基本方針

【2.1 警報設備に関する基本方
針】
・警報設備の基本方針を説明す
る。

－ － － － － －

－ － － 〇 －
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

3. 警報設備並びに自動作動回路
3.1 警報設備
3.1.1 グローブボックス内の火災
を検知し警報を発する設備

【3.1.1(1) グローブボックス温
度監視装置】
・グローブボックス温度監視装置
の警報機能に係る設計方針につい
て説明。
・グローブボックスに設置する熱
感知器の具体的設計として系統，
配置，設定根拠等について説明。
（警報機能を有する設備が属する
各施設の添付書類（系統図，配置
図，設定根拠書等）を引用。）

－ － － － － －

－ － － 〇 － ・放射線監視設備　排気モニタ

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

3. 警報設備並びに自動作動回路

3.1 警報設備
3.1.2　MOX燃料加工施設から放出
される放射性物質の濃度を検知し
警報を発する設備

【3.1.2(1) 排気モニタリング設
備】
・排気モニタの警報機能に係る設
計方針について説明。
・排気モニタの具体的設計として
警報動作範囲，系統構成（指示・
警報・記録場所），設置場所を示
す。（警報機能を有する設備が属
する各施設の添付書類（Ⅴ－１－
５　放射線管理施設に関する説明
書）を引用。）

－ － － － － －

－ － － 〇 － 基本方針 －

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

2.基本方針
2.2 自動作動回路に関する基本方
針

【2.2 自動作動回路に関する基本
方針】
・自動作動回路の基本方針を説明
する。

－ － － － － －

・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路

【3.2.1(1) 焼結炉内部温度高に
よる過加熱防止回路】
・焼結炉内部温度高による過加熱
防止回路の警報設備等に係る設計
方針について説明。
・焼結炉内部温度高による過加熱
防止回路の具体的設計として系
統，配置，設定根拠等の説明。
（自動作動回路を有する設備が属
する各施設の添付書類（系統図，
配置図，設定根拠書等）を引
用。）

・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

【3.2.1(2) 小規模焼結処理装置
内部温度高による過加熱防止回
路】
・小規模焼結処理装置内部温度高
による過加熱防止回路の警報設備
等に係る設計方針について説明。
・小規模焼結処理装置内部温度高
による過加熱防止回路の具体的設
計として系統，配置，設定根拠等
の説明。（自動作動回路を有する
設備が属する各施設の添付書類
（系統図，配置図，設定根拠書
等）を引用。）

－ － － 〇 －
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

【3.2.2(1) 小規模焼結処理装置
への冷却水流量低による加熱停止
回路】
・小規模焼結処理装置への冷却水
流量低による加熱停止回路の警報
設備等に係る設計方針について説
明。
・小規模焼結処理装置への冷却水
流量低による加熱停止回路の具体
的設計として系統，配置，設定根
拠等の説明。（自動作動回路を有
する設備が属する各施設の添付書
類（系統図，配置図，設定根拠書
等）を引用。）

－ － － － － －

第２回申請と同一

〈計測装置〉
・検出器の種類
・警報動作範囲

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

3. 警報設備並びに自動作動回路
3.1 警報設備
3.1.3　液体状の放射性廃棄物の
廃棄施設からの漏えいを検知し警
報を発する設備

【3.1.3(1) 低レベル廃液処理設
備　サンプ液位】
・低レベル廃液処理設備　サンプ
液位の警報機能に係る設計方針に
ついて説明。
・低レベル廃液処理設備　サンプ
液位の具体的設計として系統，配
置，設定根拠等の説明。（警報機
能を有する設備が属する各施設の
添付書類（系統図，配置図，設定
根拠書等）を引用。）

【3.1.3(2) 低レベル廃液処理設
備　漏えい液受皿液位】
・低レベル廃液処理設備　漏えい
液受皿液位の警報機能に係る設計
方針について説明。
・低レベル廃液処理設備　漏えい
液受皿液位の具体的設計として系
統，配置，設定根拠等の説明。
（警報機能を有する設備が属する
各施設の添付書類（系統図，配置
図，設定根拠書等）を引用。）

－ － － － － －

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

〈インターロッ
ク〉
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

－ － － 〇 －

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

3. 警報設備並びに自動作動回路
3.2 自動作動回路
3.2.1 熱的制限値の維持に係る自
動作動回路

Ⅴ－１－１－13
警報設備等に関する説明書

3 警報設備並びに自動作動回路

回申請 第３回申請 第４回申請

－ － － －－

－ － －－ － －

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 警報設備等）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回

添付書類　構成

8

水素・アルゴン混合ガス設備は，火災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，混合ガ
ス水素濃度高による混合ガス供給停止回路を設置する設計とする。
なお，火災若しくは爆発の防止に係る設計方針については第1章　共通
項目の「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生
防止」に基づくものとする。

機能要求②
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

設計方針（系統構成） － － － － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 警報設備等）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

8

水素・アルゴン混合ガス設備は，火災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，混合ガ
ス水素濃度高による混合ガス供給停止回路を設置する設計とする。
なお，火災若しくは爆発の防止に係る設計方針については第1章　共通
項目の「5.　火災等による損傷の防止」の「5.2　火災及び爆発の発生
防止」に基づくものとする。

機能要求②

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

回申請 第３回申請 第４回申請

－ － － 〇 －
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

【3.2.2(2) 混合ガス水素濃度高
による混合ガス供給停止回路】
・混合ガス水素濃度高による混合
ガス供給停止回路の警報設備等に
係る設計方針について説明。
・混合ガス水素濃度高による混合
ガス供給停止回路の具体的設計と
して系統，配置，設定根拠等の説
明。（自動作動回路を有する設備
が属する各施設の添付書類（系統
図，配置図，設定根拠書等）を引
用。）

－ － － － － －

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

・「説明対象」について

3. 警報設備並びに自動作動回路
3.2 自動作動回路
3.2.2 火災若しくは爆発の防止に
係る自動作動回路

凡例
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙 3 

基本設計方針の添付書類への展開

注：本別紙は追而とする。
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙 4 

添付書類の発電炉との比較

注：本別紙は追而とする。
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙 5 

補足説明すべき項目の抽出

注：本別紙は追而とする。
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙 6 

変更前記載事項の

既設工認等との紐づけ

注：本別紙は追而とする。
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